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「第３次茨木市一般廃棄物処理基本計画（案）」について
1　提出された意見等及び市の考え方

No. ページ 項　　目 意見の概要 市の考え方

1 41
基本施策１　減量化の推進　取り組むこと
取組１－１　家庭系ごみの減量化の推進

市民が取り組むこととして、「3Rに取り組みます」とあるが、具
体的にどのような行動に取り組むのか。市民が主体的にやろ
うと思えるものであったほうがよい。

46ページの「7.各主体の取組(1)市民の取組」に記載の行動
に取り組んでいただくよう、周知に努めます。

２ 41
基本施策１　減量化の推進　取り組むこと
取組１－１　家庭系ごみの減量化の推進

市が取り組むこととして、「コンポストの普及を推進します」とあ
るが、積極的かつ効果的な普及啓発をされたい。

広報誌やホームページ等において、コンポストの普及啓発に
努めます。

３ 42
基本施策２　再資源化の推進　取り組むこと
取組２－１　家庭系ごみの再資源化の推進

拠点回収場所を拡大されたい。 拠点回収の拡充を検討していきます。

3 42
基本施策２　再資源化の推進　取り組むこと
取組２－１　家庭系ごみの再資源化の推進

プラスチックの資源化について、どういう回収のあり方にする
か、市民も一緒になって検討できると、検討プロセスを通し
て、市民の理解も広がると考える。

市民の皆様のご意見の把握に努め検討していきます。

4 42
基本施策２　再資源化の推進　取り組むこと
取組２－１　家庭系ごみの再資源化の推進

長期的には、生ごみの再資源化、メタン発酵等による発電も
実施を検討してほしい。

先進事例や技術動向の情報収集に努め、再資源化につい
て研究していきます。

5 43
基本施策３　適正処理の推進　取り組むこと
取組３－３　新たな炉の更新検討

令和23年度（2041年度）稼働開始を予定している次期ごみ
処理施設のあり方を検討するにあたっては、市民等が中心に
なって検討することができれば、検討プロセスを通して、市民
等のごみ処理や資源循環に対する理解と共感が広がると考
える。

市民の皆様のご意見の把握に努め検討していきます。

6 - - 広報誌に、トピックス記事を登載されたい。 広報誌やホームページにおいて周知に努めます。
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「第３次茨木市一般廃棄物処理基本計画（案）」について
1　提出された意見等及び市の考え方

No. ページ 項　　目 意見の概要 市の考え方

7 - - 概要版を公共施設に配布されたい。 情報ルーム、市内図書館等に配架する予定です。

8 - - 奥付にコスト表記をされたい。 コストを表記します。
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「第３次茨木市一般廃棄物処理基本計画（案）」について
2　提出された意見（賛否のみ）

No. 意見の概要

1 ごみの有料化に反対
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